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大津市訓令第７号 

 大津市職員名札規程（平成15年訓令第６号）の一部を次のように改正する。 

  平成25年５月１日  

大津市長  越    直  美 

 第３条第２項を削る。 

   附 則 

 この訓令は、平成25年５月１日から施行する。 

大津市告示第84号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。  

その関係図面は、平成25年４月15日から同月31日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。 

  平成25年４月15日 

大津市長  越    直  美 

路 線 名 区      間 
変 更 の 

前後の別 

敷 地 の 幅 員 

（メートル） 

延 長 

(メートル) 

変更前 最小 9.5～最大22.2 54.0 大津市太子二丁目字六ノ坪65番１地先から 

大津市太子二丁目字六ノ坪65番１地先まで 変更後 最小 9.5～最大10.5 54.0 

変更前 最小10.5～最大21.5 56.0 
市道幹2141号線 

大津市太子二丁目字御墓81番地先から 

大津市太子二丁目字御墓96番地先まで 変更後 最小 9.0～最大10.5 56.0 

     
 

訓 令 

告 示 

 

市 章 
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変更前 最小 2.0～最大 4.5 24.3 

市道北0209号線 

大津市伊香立上龍華町字滝ヶ谷600番２地先

から 

大津市伊香立上龍華町字滝ヶ谷600番２地先

まで 
変更後 最小 2.0～最大 4.4 24.3 

変更前 最小 4.0～最大11.5 104.6 
市道北2622号線 

大津市仰木の里東四丁目３番５地先から 

大津市仰木の里東四丁目３番５地先まで 変更後 最小 5.3～最大17.8 104.6 

変更前 4.0 14.4 
市道北3196号線 

大津市仰木の里東四丁目104番地先から 

大津市仰木の里東四丁目104番地先まで 変更後 最小 5.5～最大 9.0 14.4 

変更前 最小 4.0～最大 5.7 28.0 
市道北7059号線 

大津市大物字青柳668番６地先から 

大津市大物字青柳667番４地先まで 変更後 最小 5.0～最大 8.9 28.0 

（平成25年４月15日掲示済） 

 

 

大津市告示第85号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。 

その関係図面は、平成25年４月15日から同月31日まで大津市役所建設部路政課において一般の縦覧に供する。 

  平成25年４月15日 

大津市長  越    直  美 

路 線 名 区      間 供用開始年月日 

市道北2622号線 
大津市仰木の里東四丁目３番５地先から 

大津市仰木の里東四丁目３番５地先まで 
平成25年４月15日 

市道北3196号線 
大津市仰木の里東四丁目104番地先から 

大津市仰木の里東四丁目104番地先まで 
平成25年４月15日 

市道北7059号線 
大津市大物字青柳668番６地先から 

大津市大物字青柳667番４地先まで 
平成25年４月15日 

（平成25年４月15日掲示済） 

 

 

大津市告示第120号 

地縁による団体に係る告示事項の変更の届出があったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２

第10項の規定により、次のとおり告示する。 

  平成25年５月１日 

大津市長  越    直  美 

地縁による団体の名称 変  更  事  項 変 更 年 月 日 

小松森の会 

 

⑴ 主たる事務所の所在地 

大津市南小松1745番地の13 

⑵ 代表者の氏名及び住所 

氏名 真崎 健 

  住所 大津市南小松1745番地の13 

平成25年３月24日 

 

中村ヶ丘団地自治会 

 

⑴ 主たる事務所の所在地 

大津市真野一丁目29番21号 

⑵ 代表者の氏名及び住所 

氏名 山口 朝生 

  住所 大津市真野一丁目29番21号 

⑶ 区域  

  大津市真野一丁目24番（５号から24号までに限

る。）、26番、27番（23号から25号までに限る。）、 

平成25年３月24日 
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 28番、29番（11号から19号までに限る。）、30番、31

番（４号及び26号から45号までに限る。）、32番、33

番（17号から23号までに限る。）、34番、35番並びに

46番から48番までの区域 

 

小唐崎町自治会 

 

代表者の氏名及び住所 

氏名 寺井 俊治 

住所 大津市下阪本一丁目33番27号 

平成25年４月１日 

 

北大道町自治会 

 

代表者の氏名及び住所 

氏名 寺田 憲正 

住所 大津市下阪本三丁目10番37号 

平成25年４月１日 

 

藤尾奥町自治会 

 

代表者の氏名及び住所 

氏名 水戸 喜七郎 

住所 大津市藤尾奥町14番３号 

平成25年３月30日 

 

 

本宮台自治会 

 

代表者の氏名及び住所 

氏名 浅原 節子 

住所 大津市本宮二丁目44番５号 

平成25年４月１日 

 

猟師町自治会 

 

代表者の氏名及び住所 

氏名 柴田 章男 

住所 大津市中央三丁目７番８－701号 

平成25年４月６日 

 

北石神町自治会 

 

⑴ 主たる事務所の所在地 

大津市昭和町４番15号 

⑵ 代表者の氏名及び住所 

氏名 本田 博道 

住所 大津市昭和町４番15号 

平成25年３月31日 

 

 

 

 

南郷岡の平自治会 

 

⑴ 規約に定める目的 

ア 福利厚生に関すること。 

イ 青少年の育成及び体育振興に関すること。 

ウ 保健衛生に関すること。 

エ 防犯、防災、交通、公害に関すること。 

オ その他本会の目的達成に必要なこと。 

⑵ 代表者の氏名及び住所 

氏名 好光 重則  

住所 大津市南郷六丁目1085番地の４ 

平成25年３月24日 

 

臨湖庵自治会 

 

⑴ 主たる事務所の所在地 

大津市瀬田二丁目12番17号 

⑵ 代表者の氏名及び住所 

氏名 杉本 博之 

住所 大津市瀬田二丁目12番17号 

平成25年４月１日 

 

 

 

大津市告示第121号 

 住居表示を実施した区域について、次のとおり街区の区域を変更するので、大津市住居表示に関する条例（昭

和38年条例第15号）第２条の規定により告示する。 

 なお、関係書類は、大津市役所市民部戸籍住民課に備え、一般の閲覧に供する。 

  平成25年５月１日 

大津市長  越    直  美 

１ 区域を変更する街区 

町  名 街   区 

仰木の里東二丁目 16、19 

西の庄 10、13 
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竜が丘 ２、30 

別保三丁目 ８、10、12 

２ 実施期日 平成25年５月１日 

 

 

大津市告示第122号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条

第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144号）の規定に基づき指定介護機関と

して新たに指定したもの及び指定介護機関のうち変更又は廃止の届出があったものについて、同法第55条の２の

規定により次のとおり告示する。 

 平成25年５月１日 

大津市長  越    直  美 

１ 新たに指定したもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開設者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 指定年月日 

おうみ居宅介護支

援事業所 

大津市皇子が丘二

丁目10番13号西大

津ビル501号室 

株式会社アイケ

ア 

大津市皇子が丘

一丁目23番19号 

居宅介護支援 平成25年 

２月１日 

メディオ薬局中央

二丁目店 

大津市中央二丁目

４番16号 

株式会社メディ

オ薬局 

静岡県沼津市米

山町10番31号 

居宅療養管理指

導・介護予防居

宅療養管理指導 

平成25年 

２月１日 

真情デイ・サービ

ス横木 

大津市横木一丁目

９番４号 

ニューワンズ株

式会社 

大津市大萱一丁

目４番５号 

通所介護 平成25年 

３月１日 

２ 変更の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開設者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 変更年月日 

（変更前） 

大津市穴太二丁

目19番１号レイ

クハイツⅡ203号 

（変更前） 

大津市穴太二丁

目19番１号レイ

クハイツⅡ203号 

ほんわかプランケ

ア中西 

（変更後） 

大津市勧学二丁

目２番１号サン

パティック８ 

101号 

合同会社和輝 

（変更後） 

大津市勧学二丁

目２番１号サン

パティック８ 

101号 

居宅介護支援 平成25年 

１月30日 

３ 廃止の届出があったもの 

事業所の名称 事業所の所在地 開設者 
主たる事務所 

の 所 在 地 
サービスの種類 廃止年月日 

サークルチャオ 大津市比叡辻二

丁目18番17号 

三方良株式会社 大津市比叡辻二

丁目18番17号 

通所介護・介護

予防通所介護 

平成25年 

３月31日 

吹上居宅介護支援

事業所 

大津市秋葉台19

番35号 

合同会社ライフ

オアシス 

大津市秋葉台19

番35号 

居宅介護支援 平成25年 

３月31日 

 

 

大津市告示第123号 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）第15条の17第１項の規定により、指定区域を次

のとおり指定するので、同条第２項の規定により告示する。 

  平成25年５月１日 

大津市長  越    直  美 
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指 定 区 域 埋立地の区分 

大津市真野大野一丁目字上ノ山584番、同番１、同番２、

585番、同番１、586番のうち別紙図面に示す区域 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

（昭和46年政令第300号）第13条の２第１号の

埋立地 

「別紙図面」は省略し、当該図面を大津市環境部産業廃棄物対策課に備え置いて一般の縦覧に供する。 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成25年４月９日 

大津市長  越    直  美 

検 査 済 証 
開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 

交付年月日 番 号 

草津市野路一丁目４番７号 

 山上株式会社 

 代表取締役 近藤 孝 

開発区域 

 大津市錦織一丁目610番１の一

部及び同番２の一部 

開発行為に関する工事の区域 

 大津市錦織一丁目610番４の一

部及び624番の一部並びに上記

地先大津市道（第１工区） 

開発区域 

2,870.08㎡ 

開発行為に関す

る工事の区域 

  373.23㎡ 

（第１工区） 

平成25年 

４月３日 

第1106号 

（平成25年４月９日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成25年４月15日 

大津市長  越    直  美 

検 査 済 証 
開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 

交付年月日 番 号 

東近江市建部日吉町408番地 

 株式会社想武 

代表取締役 奥 文宏 

開発区域 

 大津市月輪二丁目字野々宮12

番１の一部、30番１、31番

１、33番１、同番２、同番

３、同番４、35番、36番１、

同番２、37番、38番１、39

番、40番１、同番２、41番、

42番の一部、44番、45番の一

部、50番の一部、51番、52番

及び53番 

開発行為に関する工事の区域 

大津市月輪二丁目字野々宮12

番２の一部、同番４の一部、

同番53、32番２の一部及び同

番５の一部 

開発区域 

9,339.32㎡ 

開発行為に関す

る工事の区域 

  61.51㎡ 

 

平成25年 

４月12日 

第1108号 

（平成25年４月15日掲示済） 

 

公 告 
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道路位置指定公告 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定による道路として、次のとおりその位置を指

定した。 

なお、関係書類は、大津市役所都市計画部建築指導課に備え、関係人の縦覧に供する。 

平成25年４月15日 

大津市長  越    直  美 

地 名 ・ 地 番 申請人の住所・氏名 
延 長 

(メートル) 

幅 員 

(メートル) 
本数 

大津市衣川一丁目字平田205

番２ 

大津市今堅田二丁目９番24号 

株式会社ホームショップ堅田 

代表取締役 小島 純一郎 

25.35 6.00 １ 

（平成25年４月15日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成25年４月18日 

大津市長  越    直  美 

検 査 済 証 
開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 

交付年月日 番 号 

大津市今堅田一丁目４番20号 

 永 善 

開発区域 

 大津市今堅田二丁目字野神  

565番・574番合併２、566番

３、567番１の一部、571番

３、同番５及び573番１ 

開発行為に関する工事の区域 

大津市今堅田二丁目字野神  

567番２の一部及び571番２の

一部並びに上記地先大津市法

定外道路 

開発区域 

1,743.34 ㎡

開発行為に関す

る工事の区域 

100.68 ㎡

平成25年 

４月15日 

第1109号 

大津市下阪本六丁目３番62号 

 株式会社スターハウジング 

代表取締役 久保西 勇治 

大津市雄琴五丁目字桑ノ本226番

１及び同番４並びに雄琴二丁目

字桑ノ本227番４の一部 

1,985.51 ㎡ 平成25年 

４月16日 

第1110号 

大津市大萱三丁目４番16号 

 船橋 新  

大津市大将軍三丁目字大下1541

番及び1543番 

1,708.33 ㎡ 平成25年 

４月16日 

第1111号 

（平成25年４月18日掲示済） 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告  

 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

平成25年４月19日 

大津市長  越    直  美 

検 査 済 証 
開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 

交付年月日 番 号 

大津市和邇中浜22番地 

築地 朋之、築地 智子 

大津市和邇中浜字池生町384番

２ 

346.83㎡ 

 

平成25年 

４月17日 

第1112号 

（平成25年４月19日掲示済） 
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都市公園の開設公告  

 都市公園法（昭和31年法律第79号）第２条の２の規定に基づき、新たに供用を開始しようとする都市公園の名

称等について、次のとおり公告する。 

平成25年５月１日 

大津市長  越    直  美 

名   称 位   置 区   域 供用開始期日 

真野川児童公園 真野三丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

真野六丁目緑道 真野六丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

大友桜公園 本堅田六丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

堅田内湖公園 今堅田一丁目ほか 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

高橋川緑地 日吉台一丁目ほか 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

比叡平一丁目児童公園 比叡平一丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

北大路三丁目東児童公園 北大路三丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

北大路三丁目西児童公園 北大路三丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

小山児童公園 里七丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

野郷原児童公園 野郷原一丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

大江児童公園 大江七丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

大萱児童公園 大萱二丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

ベル北公園 月輪五丁目 別紙図面のとおり 平成 25 年５月１日 

「別紙図面のとおり」は省略し、その図面を大津市役所都市計画部公園緑地課において縦覧に供する。 

消防法に基づく命令に関する公告 

消防法（昭和23年法律第186号）第５条の３第１項の規定により、次の防火対象物である建物に存する物件で、

火災の予防に危険であり、かつ、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるものの除去を命じたので、

同条第５項において準用する同法第５条第３項の規定により公告する。 

  平成25年４月22日 

大津市南消防署長  山  田  壽  一 

１ 防火対象物の所在地 大津市富士見台３番１号 

２ 防火対象物の名称 スギ薬局大津富士見台店 

３ 命令の対象者 愛知県安城市三河安城町一丁目８番地４ 

         株式会社スギ薬局 代表取締役 榊原 栄一 

４ 命令をした期日 平成25年４月22日 

（平成25年４月22日掲示済） 

 

南 消 防 署 長 公 告 


